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 平成１７年３月８日（火）に都幾川村と玉川村の村議会において、合併関連議案が可決され

ました。これにより、都幾川村と玉川村は３月末日までに埼玉県知事へ合併申請します。 

 平成１７年３月５日（土）に「都幾川村・玉川村合併協定書調印式」が、上田埼玉県知事、山

口衆議院議員、松本県議会議員をご来賓に、玉川村中央公民館で執り行われました。 

 平成１７年２月２４日（木）第６回合併協議会が開催されました。協議会の結果は次のとおり

です。 

協議第６６号 都幾川村・玉川村合併協定書について 

 原案のとおり決定され、合併協議会として２村の合併が全会一致で承認されました。  

協議第６７号 平成１７年度都幾川村・玉川村合併協議会事業計画について 

 ①協議会の開催は随時とし、②協議会だよりの発行は月一回程度とし、③ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの更新

は随時とし、④事務事業一元化と合併準備状況の把握などを行うことを決定しました。 

協議第６８号 平成１７年度都幾川村・玉川村合併協議会予算について 

 平成１７年度予算については、歳入・歳出とも７，００２千円とし、主な支出として例規整備支

援費などを計上することを決定しました。 

報告第８号 新町建設計画の埼玉県知事との協議結果について 

 埼玉県知事からの『異議なし』の回答を報告しました。  

報告第９号 住民説明会の実施結果について 

 平成１７年２月１７日・１８日・１９日の住民説明会の実施結果の概要について報告しました。
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